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衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
旧
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
東
チ
モ
ー
ル
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
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弁
書
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第
二
二
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
旧
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
東
チ
モ
ー
ル
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
に
つ
い
て 

東
チ
モ
ー
ル
の
帰
属
等
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
連
事
務
総
長
の
仲
介
に
よ
り
関
係
当
事
国
と
し
て
の 

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
間
で
話
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
は
、
一
貫
し
て
同
事 

 

務
総
長
の
こ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
評
価
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
話
合
い
を
見
守
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

(1) 

千
九
百
七
十
五
年
八
月
の
東
チ
モ
ー
ル
に
お
け
る
武
力
衝
突
発
生
以
降
の
第
一
回
目
の
視
察
は
、
千
九
百 

七
十
八
年
九
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
行
わ
れ
、
デ
ィ
リ
ー
市
の
ほ
か
東
チ
モ
ー
ル
本
島
の
東
部
及
び
西
部
を 

 

訪
れ
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
官
民
と
面
会
し
、
治
安
、
経
済
、
食
糧
及
び
衛
生
事
情
に
つ
き
聴
取
し
た
。 



三
に
つ
い
て 

(4) 

右
三
回
の
視
察
に
際
し
て
の
面
会
に
は
、
お
お
む
ね
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
関
係
者
が
同
行
し
た
。
視
察
の 

日
程
は
、
第
一
回
目
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
が
作
成
し
、
第
二
回
目
及
び
第
三
回
目
に
つ
い
て
は
視 

 

察
者
側
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
と
協
議
の
上
作
成
し
た
。
い
ず
れ
の
視
察
に
お
い
て
も
、
「
東
チ
モ
ー
ル
独
立 

 

革
命
戦
線
」
と
接
触
し
た
事
実
は
な
い
。 

(3) 

第
三
回
目
の
視
察
は
、
千
九
百
八
十
六
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
行
わ
れ
、
デ
ィ
リ
ー
市
及 

び
東
チ
モ
ー
ル
本
島
西
部
を
訪
れ
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
官
民
と
面
会
し
、
治
安
、
経
済
、
食
糧
、
衛
生
、
開 

 

発
及
び
人
権
状
況
に
つ
き
聴
取
し
た
。 

(2) 
第
二
回
目
の
視
察
は
、
千
九
百
八
十
五
年
四
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で
行
わ
れ
、
デ
ィ
リ
ー
市
の
ほ
か
東 

チ
モ
ー
ル
本
島
東
部
、
西
部
及
び
ア
タ
ウ
ロ
島
を
訪
れ
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
官
民
と
面
会
し
、
治
安
、
経 

 
 

済
、
食
糧
、
衛
生
、
開
発
及
び
人
権
状
況
に
つ
き
聴
取
し
た
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

(3) 

赤
十
字
国
際
委
員
会
は
、
千
九
百
七
十
九
年
以
来
、
現
在
ま
で
十
六
回
に
わ
た
り
東
チ
モ
ー
ル
地
域
に
お 

け
る
同
委
員
会
の
活
動
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
お
り
、
我
が
国
も
こ
れ
を
入
手
し
て
い
る
。 

(2) 

東
チ
モ
ー
ル
地
域
で
活
動
し
て
い
る
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
同
地
域
で
の
人
権
状
況
が 

悪
い
と
判
断
す
べ
き
具
体
的
情
報
は
な
い
。 

(1) 
千
九
百
八
十
五
年
の
訪
問
の
際
、
ア
タ
ウ
ロ
島
に
お
け
る
避
難
民
の
状
況
、
デ
ィ
リ
ー
市
コ
マ
ル
カ
刑
務 

所
等
を
視
察
し
た
。 

昭
和
六
十
一
年
三
月
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
外
務
大
臣
よ
り
「
東
チ
モ
ー
ル
を
イ 

 

ン
ド
ネ
シ
ア
が
実
効
的
に
支
配
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
人
権
抑
圧
等
に
つ
い
て
の 

 

千
九
百
八
十
六
年
の
訪
問
の
際
、
デ
ィ
リ
ー
市
ベ
コ
ラ
刑
務
所
及
び
元
ア
タ
ウ
ロ
島
収
容
者
の
一
部
が
移 

 

住
し
て
い
る
カ
イ
ラ
コ
移
住
地
等
の
状
況
を
視
察
し
た
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

(1) 

千
九
百
七
十
六
年
当
時
の
報
道
に
よ
る
と
、
同
年
五
月
三
十
一
日
デ
ィ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
東
チ
モ
ー 

ル
住
代
表
会
議
」
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
模
様
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

我
が
国
内
外
の
非
政
府
系
組
織
及
び
個
人
か
ら
東
チ
モ
ー
ル
の
人
権
状
況
に
問
題
が
あ
る
と
の
趣
旨
の
文
書 

 

を
受
け
取
つ
た
こ
と
が
あ
る
。 

事
実
に
つ
い
て
は
私
は
ま
だ
承
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
た
経
緯
は
あ
る
。 

(ハ) 

「
東
チ
モ
ー
ル
暫
定
政
府
」
の
招
待
に
応
じ
て
、
イ
ン
ド
、
サ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
、
イ
ラ
ン
、
ナ
イ 

(ロ) 

「
東
チ
モ
ー
ル
暫
定
政
府
」
主
席
大
臣
は
、
「
会
議
」
の
閉
会
に
当
た
り
、
代
表
団
を
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
派
遣

し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
合
併
の
た
め
の
請
願
を
行
う
等
と
述
べ
た
。 

(イ) 

東
チ
モ
ー
ル
全
域
十
三
地
区
の
代
表
二
十
八
名
の
出
席
を
得
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
合
併
問
題
を
審 

議
し
、
全
会
一
致
で
合
併
支
持
を
決
定
し
た
。 

六 

 



 

七 

ジ
ェ
リ
ア
の
駐
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
又
は
臨
時
代
理
大
使
並
び
に
マ
レ
イ
シ
ア
、
タ
イ
及
び
ニ
ュ
ー
・ 

 
 

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
館
館
員
が
「
会
議
」
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
。 

(2) 

我
が
国
と
し
て
は
、
東
チ
モ
ー
ル
問
題
に
関
す
る
国
連
の
活
動
を
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
立 

場
か
ら
参
加
を
差
し
控
え
た
。 

六
に
つ
い
て 

我
が
国
の
東
チ
モ
ー
ル
地
域
に
関
す
る
基
本
的
な
態
度
は
、
同
地
域
の
帰
属
等
に
つ
き
国
連
事
務
総
長
の
仲 

 

介
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
関
係
当
事
国
間
の
話
合
い
を
見
守
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




